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{望書簿記載)

「番号制度j を器人住民税で利用する場合のイメージ� i

車内 1-----.ど番号後刻下〉→E聾J襲警J
給与3定弘� 

事昆 く E-;;;....'.'11 等霊祭芸書
務会支払毒事 〉 (話番号記載〕

者 圃

毘-1
年金

保険者

公約年金者事

支払幸霊祭筈

と竺雪

確定申告安泰
[耳まし]

〈獲得記載)

議定申告書

〈望書考記載)

住民絞

申告皆婆

※自動車税など鵠の税自についても、番号制産導入により、納税義務者の現状把握が
効率的に行えるようになることが期待されるなど、その意義iま大きい。� 
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市町村の税務部局による錨人箭得諜税情報の名寄せについて 
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額入所得課税におi

甫駒村の税務部局

d)扶養親族の認否に際する晴報

※市町村の税務部局においては、確定申告
書等において申告された扶養毅族について、
市町村の保有する住民情報〈議柄、年齢、世

帯状況等)や、当該扶養親族の名寄せ後の

合計所得金額等に基づき、控除対象となる
扶養親族であるか否かの確認を行っている号

@名寄せ畿の合計期待金額等{こ
関する情報

晦給与支払報告書� 

l約4.800万人|

‘公的年金等支払報告書

|約1，200万人� i
網権定申告書の写し


|約仏 400:r.i人 l
 
e住民税申告審

・独自欝査等による情報

三島市町村における所得殺の謹定
申告撃の収受
{所得税の確定申告審総数の概ね2割
翠度を収受〉

市町村の税務部局r;:t" 
市首村で確諒した①扶養親族の
認否に関する情報の提供等!こ

より、富測地方を通じた適正かっ
公平な課税に大きく貢献� 

hFhf-」
税務署

する市附村の税務部局の役割

争名寄せ後の合計所得金
額等iこ関する情報の鍵供

①扶養親族の謹否!こ
翻する情報の提供

金市町村において収受した
確定申告書の引き渡し� 
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錦人住民税の情報を基準としている他制撲の例 

O 多くの制度において個人性畏税の課殺訟所得金額、税額、(非謀説か否かも含む〉等を基準として
捕助等が行われている。

幼稚関紙溺奨励重量繍助 養護君主人ホームへの入所議費等〈入所搭愛護喜件等)

自効率毒事故被害容殺害事へのさ主 j活資金の祭{すけ 車塁線老人ホーム (A裂凋経過篠宮霊のみ)の和:Jffl(富己主主主目〉

闘動車毒事故被害害者等への生活及び学撃を資金の華主役得 詰干炎イン事…ツエロンl2S事襲撃を効成 032.災 t!'D 

5霊泉長室長兼保険制緩〈祭険料等) ハンセン重葬祭養所非入所者絵与議室

後期滋護者者室主要襲蜘l皮{自己主主主盟) !祭3義人所施設等の徴収金

総主害者自立支援号事Yl'董{減努福祉サ-1::ス費等・自2.蓄電鐙} 助産施設における助援の災後{畠色主主担)

障害者I3tL支援制緩{事毒装異・自負担} IJ¥ !定機検特定疾怠匁への日常設滋潟主主絵付(劇己負担}

襲撃議翁自立支主義霊堂療制度(お己主主鐙〉 未熟児への養育l2S僚の給付 (132.負担) 

i惨事蓄鑓主上サ…ピス等のき養護霊入所・利用 (13己負担) 筆書絞児童への祭事警の給付(闘己負援〉

※幸子終省への照会毒事iこ基づき総務伎でとりまとめ。 

… 38 - 4 



地方税において番号制度を活用する際に酷提とすべき点
 

O ニ重イ守番を防ぐ~\要があること 

O 住所靖報が関連づけられ、かつ常に最新の領報であること

番号寄付与された者iこ対して課税権を有するかどうかを性酔情報iこより確認する必要がある。
住所情報を有期した地方税務事務は年間にわたって行われており、常に最新の金所矯報でなけ

れば、地方税における税務事務には活用できない。� 

O 外国人!こも付番される必要があること

地方税においても外層入に課税を行っている。� 

O 自に見える番号であることを前提に、セキュリティが十分に灘保される必重症盗致三点

蓄号が民間取引にも広く活用されるため、番号から遡及して髄人情報を把握されないようか

措置が講じられなければならない。� 
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住帯構報の活用について〈鰻人住畏続)

<番号制度活患の際の前提> 住所構報が関連づけられ、かっ常に最新の槽報であること� 

J賓報が関連づけられ'1'住所r(j)

“どの市町村が課税権を有するか確定するために、住所構報が必須。
〈続人住民税l土、� 1汚1日現夜の後所池市町村が意義税権を有するo ) 

(Vr常に最新の靖報であることj

"納税議知書や督促状の送付等、課税権剛 f敷設権の確撲な行慌のために、簸新の住所情報が必要。

くf主主苦情報を穫悪する主な事務(個人全民税の例))

炉
 伊1t
 Wlf，jljWl? 開ト



第三劉納期

1月� 2月� 3河 4月� sFl 6月 7月� E月� 9J号� 10汚� 11月� 12月

課税権の確認
 

納税議知香発送
 

殺額決定(変更}通知書等発送
申告警送付i

;モ

:ぐ一一朱申告調査、市外訣議調査-4
弓E 督{足縄選付・充当通知襲撃等発送� う'� 
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税務情報(地方税)rこ関する管理� i 

程務構報の保護については、� (1)地方税務当馬、 (2)地方税務道高から情報撮供を受けた他官庁

や他部局、� (3)結税者の取引の柏手方(畏間〉のそれぞれの局題i二おいて障理となる。� 

(1)地方税務当局における管理
・現行、地方税職員の秘密議洩!こ対しては、� CD地方公務員法上の守秘義務に加え(1年以下の懲役又は3万円以

下の罰金入� o地方税法上、部撃された守秘義務が課されている〈調査従事者の秘密漏洩は2年以下の懲役又は� 
30万円以下の罰金)。
調さらに、額人情報保護条例により、不正な情報撮供等が禁止会れている。� 

r~ システムに擦ずる議後 1------- …一一一一一一一一…一一一一 つ


い外警告と援総しない閉じたネットワ…クミ長橋治� i 


(:??i??Jf!??:??竺i!?f??竺…ーと竺??士ーで??!?!?プ竺竺竺-~¥7.>0一j 

(2)他官庁における情報管理
“現行では、地方税当局からの説務情報の援供が法令上認められるのは、霞税当局!こ対する情報提供者卒、極めて

霞定されているo

岡情報提供後の当該税務情報の管理!立、情報撮供先である他嘗庁や他部慰において行われる。� 
a さらに、行政機関個人情報保護法や億人情報保護条例において、不正な情報提供等が禁止されている。� 

(3)民間における管理
田租人博報保護法上、民間事業者{特別徴収義務者等)1求、倍人から提供を受けた偲人情報の� g的外利用が禁J.!:.
されている。〈主務大臣による是正命令違反iこ対しては、� 6月以下の態役又iま30万円以下の罰金〉。� 
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